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するめいかに係る漁獲シナリオ等の変更について 

１ 変更の趣旨 

（１）資源管理基本方針の本則の第９の規定により、「農林水産大臣は、直近の資源評価、

最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針についての

検討を、当該資源管理基本方針に記載されているそれぞれの水産資源についておおむね

５年ごとに行い、必要があると認めるときは、これを変更する」こととされている。 

（２）するめいかの現在の資源管理目標と資源水準の値に応じた漁獲圧力（資源に対する漁

獲の影響の大きさを表す係数をいう。）の決定方式（以下「漁獲シナリオ」という。）に

ついては、令和６年８月から 12 月にかけて３回開催した資源管理基本方針の本則の第

８の１に基づく「資源管理の方針に関する検討会」における議論を経て令和７年２月に

決定したもの。 

（３）令和７管理年度の漁獲の状況等を受けて、漁獲シナリオの見直しを求める意見が出て

いることを受け、令和８年１月 14 日及び２月４日に「資源管理の方針に関する検討会」

を開催し、令和８管理年度限りの暫定的な漁獲シナリオの案、国の留保及び国の留保か

らの配分の案等について議論を行い、 

① 令和８管理年度の暫定的な漁獲シナリオとして、「カナダマツイカに対する米国の

管理方式」を適用した漁獲シナリオを選択すること

② 国の留保はＴＡＣの超過リスクに対応することを目的とし、その数量は 200 トン

とすること

等が取りまとめられた。 

（４）その他、大臣管理区分である小型するめいか釣り漁業について、令和７管理年度にお

いて特定の地域における漁獲の集中など、地域間に不公平が生じているとの指摘がある

こと等を踏まえ、期間別管理を導入することとした。 

（５）以上を踏まえ、するめいかの漁獲シナリオ等を定める資源管理基本方針の「別紙２－

12」に関連する規定について、所要の変更を行う。 

（６）なお、なお、令和９管理年度以降の漁獲シナリオ等については、令和８年にステーク

ホルダー会合を複数回開催し、議論する。

２ 変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおり。 
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令和８管理年度（令和８年４月～令和９年３月）するめいか 

ＴＡＣ（漁獲可能量）の設定及び配分について（案） 

 令 和 ８ 年 ２ 月 

水 産 庁 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

① 令和８管理年度においては暫定的に、本資源に係るＴＡＣ管理開始後の最大の

漁獲実績、当該年の資源量及び直近の平均資源量に基づき漁獲を管理する。 

② 具体的には、以下のア及びイに掲げる合計値に 0.6 を乗じた値を我が国の生物

学的許容漁獲量とし、ＴＡＣは当該値を超えない量とする。 

ア 秋季発生系群

ＴＡＣ管理開始後漁獲量が最も多かった平成 18 年（2006 年）の漁獲量に

令和５年（2023 年）から令和７年（2025 年）までの資源量の平均値を乗じ、

平成 18 年（2006 年）の資源量で除した値 

イ 冬季発生系群

ＴＡＣ管理開始後漁獲量が最も多かった平成 12 年（2000 年）の漁獲量に

令和５年（2023 年）から令和７年（2025 年）までの資源量の平均値を乗じ、

平成 12 年（2000 年）の資源量で除した値 

（２）令和８管理年度（令和８年４月１日～令和９年３月 31 日）のＴＡＣ（案）

（３）なお、令和９管理年度以降の漁獲シナリオ等については、令和８年にステークホ

ルダー会合を複数回開催し、議論する。

（参考１）別紙２－12 の資源管理の目標 

するめいか秋季発生系群 

⑴ 目標管理基準値：255 千トン（ＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

⑵ 限界管理基準値：123 千トン（ＭＳＹの 80％を達成するために必要な親魚量）

⑶ 暫定管理基準値：123 千トン（限界管理基準値と同値）

⑷ 禁漁水準値：９千トン（ＭＳＹの 10％が得られる親魚量）

特定水産資源 ＴＡＣ 

するめいか 68,400 トン 
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するめいか冬季発生系群 

⑴ 目標管理基準値：255 千トン（ＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

⑵ 限界管理基準値：145 千トン（ＭＳＹの 85％を達成するために必要な親魚量）

⑶ 暫定管理基準値：145 千トン（限界管理基準値と同値）

⑷ 禁漁水準値：16 千トン（ＭＳＹの 15％が得られる親魚量）

（参考２） するめいかＴＡＣの推移 

単位：トン 

（参考３）するめいかの漁獲実績 

単位：トン 

２ 配分（案） 

（１）ＴＡＣの超過リスク等を考慮して定める国の留保は 200 トンとする。

（２）ＴＡＣから 200 トンを除いた分について、過去３か年（令和３年から令和５年

まで）の漁獲実績の平均値に基づく比率等に基づいて配分量（以下「算出配分量」

という。）を算出する。  

（３）大臣管理区分においては、農林水産大臣が必要と認める場合に、（２）に基づき

算出した当該大臣管理区分の算出配分量の一部を、当該大臣管理区分、数量を明

示した都道府県又は当該大臣管理区分以外の大臣管理区分に追加配分するための

ものとして国の留保に残しておくことができる旨の資源管理方針の規定に則して、

大臣許可いか釣り漁業においては、算出配分量 10,200 トンのうち 7,200 トンは国

の留保に繰り入れる。 

（４）上記（１）～（３）を行った令和８管理年度の当初配分は別紙のとおり。

（５）令和７管理年度における小型するめいか釣り漁業で生じた超過分のうち令和８

管理年度の当該管理区分から差し引く数量（２月 20 日時点では未確定）は、令和

８管理年度の国の留保に繰り入れたのち、算出配分量の比率に応じて「数量明示」

特定水産資源 
R8（2026） 

管理年度 

R7(2025) 

管理年度 

R6(2024) 

管理年度 

R5(2023) 

管理年度 

R4(2022) 

管理年度 

するめいか 

68,400 19,200 

（25,800） 

（27,600） 

79,200 79,200 79,200 

特定水産資源 
R6(2024) 

管理年度 

R5(2023) 

管理年度 

R4(2022) 

管理年度 

R3(2021) 

管理年度 

R2(2020) 

管理年度 

するめいか 17,997 15,705 24,083 26,915 36,304 
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の道県に配分する。併せて、当該差し引く数量に応じて、小型するめいか釣り漁

業（４月から 11 月まで）又は小型するめいか釣り漁業（12 月から翌年３月まで）

の大臣管理漁獲可能量を変更する。 

３ その他 

（１）以下の要件をいずれも満たす令和７管理年度における「現行水準」の府県（青

森県、岩手県、宮城県）については、資源管理基本方針に基づき、管理上必要で

あるとして、令和８管理年度、配分数量を明示する。 

＜要件１＞ 

 令和７管理年度の漁獲量が、目安数量の二倍を超えている。 

＜要件２＞ 

 令和７管理年度の漁獲量が、700 トン（「数量明示」の道県で最小の富山県の

当初配分数量）を超過している。 

（２）長崎県については、資源管理基本方針に基づき、当該県の希望により、令和８

管理年度、配分数量を明示する。 
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別紙

大臣管理区分

都道府県名 数量（トン）

北海道 6,600

青森県 1,700

岩手県 1,100

宮城県 600

富山県 3,800

長崎県 3,100

令和８管理年度するめいかＴＡＣの設定及び当初配分について（案）

特定水産資源 ＴＡＣ（トン）

するめいか 68,400

大臣管理分

数量（トン）

沖合底びき網漁業 17,300

大中型まき網漁業 2,300

※１　大臣管理区分においては、農林水産大臣が必要と認める場合に、当該大臣管理区分の算出配分量の一
部を、当該大臣管理区分、数量を明示した都道府県又は当該大臣管理区分以外の大臣管理区分に追加配分
するためのものとして国の留保に残しておくことができる旨の資源管理方針の規定に則して、大臣許可いか釣
り漁業においては、算出配分量10,200トンのうち、7,200トンは国の留保に繰り入れることとする。

※２　令和７管理年度における小型するめいか釣り漁業で生じた超過分のうち令和８管理年度の当該管理区分
から差し引く数量（２月20日時点では未確定）は、令和８管理年度の国の留保に繰り入れたのち、算出配分量
の比率に応じて「数量明示」の道県に配分する。併せて、当該差し引く数量に応じて、小型するめいか釣り漁業
（４月から11月まで）又は小型するめいか釣り漁業（12月から翌年３月まで）の大臣管理漁獲可能量を変更す
る。

大臣許可いか釣り漁業
3,000
※１

小型するめいか釣り漁業
（４月から同年11月まで）

小型するめいか釣り漁業
（12月から翌年３月まで）

知事管理分

13,600
※２

1,400
※２

注記

留保（トン）
7,400

（うち7,200は、大臣許可いか釣り漁業
の算出配分量からの繰り入れ）

秋田県、山形県、福島県、茨城県、

千葉県、神奈川県、新潟県、石川

県、福井県、静岡県、愛知県、三

重県、京都府、兵庫県、和歌山県、

鳥取県、島根県、山口県、徳島県、

愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、

熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児

島県については、現行水準とする。
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資料５-９-５ 
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令和８管理年度における 

漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更について 

（するめいか） 

１ 背景 

令和７管理年度において、するめいかの漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管

理漁獲可能量の変更のうち、以下に掲げるものについては、行政庁の恣意性のない機械的

な変更として、事前に水産政策審議会の了承を得て事後報告で対応できることとしている。 

（１）資源管理基本方針別紙２-12 の第６の４に定めた方法（いわゆる「75％ルール」）に

則り行う、国の留保からの配分に伴う数量の変更

（２）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２

年 12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和４年 12 月 26 日最終改正。）に則

り都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間又は大臣管理区分間で行う融通

に伴う数量の変更

２ 令和８管理年度の取扱い 

以下に掲げる数量の変更については、事後報告で対応できることとする。なお、令和８

管理年度においては、75%ルールに則して行う国の留保からの追加配分は行わない。 

（１）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２

年 12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和４年 12 月 26 日最終改正。）に則

り都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間又は大臣管理区分間で行う融通

に伴う数量の変更【継続】

（２）資源管理基本方針別紙２-12 の第６の１の(2)の②に基づき国の留保に繰り入れら

れた大臣管理区分の算出配分量の一部の

① 当該大臣管理区分への追加配分

② 当該大臣管理区分と配分を受ける者（数量を明示した道県又は当該大臣管理

区分以外の大臣管理区分に限る。）との間の合意による数量を用いた、当該配分

を受ける者への追加配分 

に伴う数量の変更【新規】 

（３）資源管理基本方針別紙２-12 の第６の５に基づき行う、するめいか小型するめいか

釣り漁業（４月から同年 11 月まで）の漁獲可能期間の終了に伴い確定した大臣管

理漁獲可能量の未利用分の国の留保への繰入れ及び国の留保からのするめいか小

型するめいか釣り漁業（12 月から翌年３月まで）への追加配分に伴う数量の変更
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【新規】 

３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量

を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において準用する同条第５項）。また、都道

府県別漁獲可能量を変更したときは、これを通知する（漁業法第 15 条第６項において準

用する同条第４項）。 

都道府県知事は、上記通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準用する同

条第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 

４ 上記２によるもの以外の変更の取扱い 

上記２によるもの以外の漁獲可能量、都道県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変

更を行おうとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない（漁業法第 15 

条第６項において準用する同条第３項） 
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